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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）…
一

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…
一

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
九
号
（
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規

則
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
）
の
一
部

改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
企
画
課
）…
二

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
三

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
ひ
き
縄
釣
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
東
京
海
区
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
東
京
海
区
に
お
け
る
火
光
利
用
と
び
う
お
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）…
五

規

則

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
三
号

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

ア
ー
メ
ダ
バ
ー
ド

バ
ン
コ
ク

北
京

ダ
バ
オ

デ
リ
ー
（
準
州
）

ハ
ノ
イ

ホ
ー
チ
ミ
ン

香
港

仁
川

ジ
ャ
カ
ル
タ

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル

ク
ル
ド
ゥ
ッ
フ
シ

ラ
ー
ム

メ
ト
ロ

マ
ニ
ラ

新
北

プ
ノ
ン
ペ
ン

上
海

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ソ
ウ
ル

台
北

テ
ィ
ナ
ド
ゥ
ー

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン

ヤ
ン
ゴ
ン

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

文
京
区
本
郷
七
丁
目
一
番
一
、
同
番
五
、

同
番
六
、
同
番
八
、
同
番
九
、
同
番
十
一

の
一
部
、
同
番
十
二
か
ら
同
番
十
四
ま
で
、

二
番
一
か
ら
同
番
三
ま
で
、
同
番
五
、
三

番
十
一
、
同
番
十
二
、
四
番
、
同
番
一
、

同
番
四
、
五
番
一
、
同
番
二
、
六
番
二
、

七
番
一
、
八
番
二
、
九
番
一
、
十
番
一
、

十
一
番
一
、
十
二
番
一
、
十
三
番
一
、
十

四
番
一
、
十
五
番
一
、
十
六
番
二
、
十
七

令
和
七
年
十
月
二

十
二
日
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番
一
、
同
番
二
、
十
八
番
一
、
十
九
番
二
、

二
十
番
か
ら
二
十
二
番
ま
で
、
二
十
三
番

一
、
二
十
七
番
二
、
二
十
八
番
二
、
二
十

九
番
二
、
三
十
番
一
、
三
十
一
番
一
か
ら

同
番
三
ま
で
、
三
十
二
番
一
、
同
番
三
、

同
番
四
、
五
十
六
番
、
湯
島
四
丁
目
二
百

一
番
先
の
二
及
び
台
東
区
池
之
端
一
丁
目

三
十
八
番
四

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
七
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
九
号
（
東
京
都
福
祉
の

ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
定
め
る
事

項
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
別
表
第

五
に
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
も

の

前
文
及
び
第
一
中
「
及
び
別
表
第
六
」
を
削
る
。

第
二
中
「
二
十
二
の
項
」
を
「
二
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

第
三
中
「
二
十
二
の
項
」
を
「
二
十
一
の
項
」
に
、
「
一
か
ら
二

十
一
の
項
」
を
「
一
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
一

四
の
部
㈠
の
項
中
「
以
上
の
」
の
下
に
「
集
会
場
（
冠

婚
葬
祭
施
設
を
含
み
、
一
の
集
会
室
の
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同
部
㈡
の
項
中

「
集
会
場
（
冠
婚
葬
祭
施
設
を
含
み
、
一
の
集
会
室
の
床
面
積
が
二

百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同

部
㈢
の
項
中
「
未
満
の
」
の
下
に
「
集
会
場
（
冠
婚
葬
祭
施
設
を
含

み
、
一
の
集
会
室
の
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同
部
㈣
の
項
中
「
集
会
場
（
冠
婚
葬

祭
施
設
を
含
み
、
一
の
集
会
室
の
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
部
㈤
の
項
中
「
未
満

の
」
の
下
に
「
集
会
場
（
冠
婚
葬
祭
施
設
を
含
み
、
一
の
集
会
室
の

床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」

を
加
え
、
同
部
㈥
の
項
中
「
集
会
場
（
冠
婚
葬
祭
施
設
を
含
み
、
一

の
集
会
室
の
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
表
中

「

」
を
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「

」
に

改
め
、
九
の
項
を
削
り
、
十
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
を
九
の
項

か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

青
梅
市
柚
木
町
二
丁
目
九
〇
七
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
四
〇
番
一
、
三
四
三
番

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
青
梅
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
一
号

東
京
海
区
に
お
け
る
ひ
き
縄
釣
（
釣
糸
及
び
釣
針
を
有
す
る
漁
具

を
、
船
舶
を
使
用
し
て
ひ
き
ま
わ
し
て
行
う
釣
漁
法
を
い
う
。
以
下

「
こ
の
漁
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
、

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
採
捕
の
承
認
）

一

こ
の
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東

京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
場
合
又
は
漁
業
従
事
者

が
漁
業
者
の
た
め
に
従
事
し
て
行
う
場
合

㈡

試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
に
行
う
場
合

（
承
認
基
準
）

二

承
認
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い

て
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈠

こ
の
漁
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養

及
び
漁
業
調
整
上
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

㈡

地
元
団
体
が
主
催
又
は
共
催
等
し
て
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
て
、
実
施
及
び
開
催
期
間
に
つ
い
て
、
開
催
根
拠
地
と
な

る
漁
業
協
同
組
合
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
に
所
在
す
る
漁
港
等
を
根
拠
地
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
㈣

こ
の
漁
法
を
行
う
予
定
海
域
の
関
係
漁
業
協
同
組
合
の
同
意

を
得
て
い
る
こ
と
。

㈤

主
催
者
等
が
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
際
し
て
、
法
令
等
の
遵
守

に
係
る
誓
約
を
行
う
こ
と
。

（
採
捕
の
禁
止
）

三

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
区
域

及
び
期
間
は
、
こ
の
漁
法
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

㈠

東
京
都
内
湾
海
域
は
、
周
年
禁
止
と
す
る
。

㈡

東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
東
京
海
区
（
い
ず
れ
も
属
島
及
び

礁
を
含
む
。
）
の
各
島
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
千
メ
ー
ト
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ル
以
内
の
海
域

㈢

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
及
び
令
和

九
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
三
宅
島
周
辺
海
域

に
あ
っ
て
は
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
、
八
丈
島
周
辺
海
域
に
あ
っ
て
は
同
年
二
月
一
日
か
ら
同
年

四
月
三
十
日
ま
で
）
の
期
間

（
取
扱
要
領
）

四

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

五

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
二
号

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業

（
あ
お
り
い
か
を
除
く
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

ア
ン
カ
ー
（
シ
ー
ア
ン
カ
ー
を
含
む
。
）
等
で
船
舶
（
船
外

機
船
を
除
く
。
）
を
固
定
し
て
行
う
操
業

㈢

敷
設
さ
れ
て
い
る
定
置
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
で
行

う
操
業

㈣

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈤

各
地
先
共
同
漁
業
権
漁
場
内
に
お
け
る
操
業
。
た
だ
し
、
そ

の
漁
業
権
免
許
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
か
ら
同
意
を
得
ら
れ

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈥

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

㈦

令
和
八
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の

操
業
（
大
島
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
総
ト
ン

数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
の
操
業
を
除
く
。
）

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ

の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
、
船
舶
ご
と

に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
者

ア

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前

年
度
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有

す
る
者
（
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者
）

イ

前
年
度
に
承
認
を
受
け
操
業
し
た
も
の
の
、
水
揚
げ
し
た

実
績
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る

漁
業
協
同
組
合
及
び
住
所
の
所
在
地
の
都
県
の
水
産
主
務
課

長
に
よ
り
、
承
認
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
漁
業

秩
序
の
遵
守
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
意
見
書

を
提
出
し
、
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

ウ

前
年
度
の
承
認
実
績
は
な
い
も
の
の
、
平
成
二
十
年
度
以

降
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
水
揚
げ
し
た
実
績

を
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者

エ

資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
く
、
委
員

会
が
特
に
認
め
た
者

オ

試
験
研
究
機
関

㈡

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
十
五
隻

以
内
と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

百
八
十
隻

神
奈
川
県

十
三
隻

千
葉
県

二
十
一
隻

静
岡
県

八
十
三
隻

青
森
県

三
隻

高
知
県

四
隻

㈢

承
認
を
し
な
い
場
合

ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

エ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
操
業
協
定
等
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
海
域
に
お
い
て
、
当

該
漁
業
者
と
の
間
又
は
他
種
漁
業
者
と
の
間
で
、
漁
場
競
合
若
し

く
は
操
業
上
の
紛
争
が
発
生
し
た
と
き
は
、
関
係
漁
業
者
と
の
間

で
操
業
協
定
書
を
締
結
す
る
等
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
つ
い
て
、
誠

意
あ
る
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
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操
業
に
関
す
る
協
定
等
協
議
が
整
う
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛

争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

協
定
等
を
締
結
し
な
く
て
も
漁
業
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
等
、
特
に

委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

四

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

五

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

六

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
八
年

十
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

七

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

八

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

九

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
三
号

東
京
海
区
（
東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
火
光
利
用

と
び
う
お
漁
業
（
集
魚
灯
を
使
用
し
、
船
舶
付
近
に
集
ま
る
と
び
う

お
を
た
も
網
又
は
敷
網
に
よ
り
漁
獲
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
「
こ

の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈢

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
、

こ
の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

対
象
船
舶

東
京
都
の
各
支
庁
に
備
え
付
け
る
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
。

㈡

承
認
書
の
備
付
け

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈢

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
八

年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績

報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

土
地
改
良
区
役
員
の
就
退
任
に
つ
い
て

昭
島
用
水
土
地
改
良
区
理
事
長
伊
藤
孝
弘
か
ら
令
和
七
年
十
月
七

日
付
け
で
役
員
の
就
退
任
届
が
あ
っ
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

退
任

退
任
年
月
日

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
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役
職
名

住

所

氏

名

備

考

監
事

昭
島
市
福
島
町
二
丁
目
二

番
三
十
号

新
藤

克
明

退
任
年
月
日

令
和
六
年
九
月
二
十
二
日

理
事

昭
島
市
拝
島
町
四
丁
目
十

六
番
四
十
一
号

谷
部

直
行

理
事
長

同
右

昭
島
市
郷
地
町
一
丁
目
九

番
十
三
号

紅
林

隆
男

副
理
事

長

同
右

昭
島
市
田
中
町
二
丁
目
十

四
番
十
二
号

小
池

克
彦

同
右

昭
島
市
玉
川
町
五
丁
目
二

十
番
九
号

伊
藤

孝
弘

同
右

昭
島
市
中
神
町
二
丁
目
三

番
十
三
号

植
田

育
宏

同
右

昭
島
市
宮
沢
町
二
丁
目
三

十
三
番
十
九
号

鈴
木

実

同
右

昭
島
市
拝
島
町
二
丁
目
八

番
十
三
号

野
島

喜
博

同
右

昭
島
市
玉
川
町
三
丁
目
二

十
九
番
六
号

藥
袋

芳
高

二

就
任

就
任
年
月
日

令
和
六
年
四
月
一
日

役
職
名

住

所

氏

名

備

考

員
外
監

事

小
平
市
栄
町
二
丁
目
十
番

二
十
五－

四
〇
六
号

内
田

敏
夫

就
任
年
月
日

令
和
六
年
九
月
二
十
三
日

理
事

昭
島
市
玉
川
町
五
丁
目
二

十
番
九
号

伊
藤

孝
弘

理
事
長

同
右

昭
島
市
中
神
町
二
丁
目
三

番
十
三
号

植
田

育
宏

副
理
事

長

同
右

昭
島
市
田
中
町
二
丁
目
十

四
番
十
二
号

小
池

克
彦

同
右

昭
島
市
玉
川
町
三
丁
目
二

十
九
番
六
号

藥
袋

芳
高

同
右

昭
島
市
拝
島
町
二
丁
目
八

番
十
三
号

野
島

喜
博

同
右

昭
島
市
宮
沢
町
二
丁
目
三

十
八
番
五
号

岡
部

久

同
右

昭
島
市
拝
島
町
五
丁
目
一

番
一
号

小
林

義
和

監
事

昭
島
市
郷
地
町
一
丁
目
五

番
十
一
号

中
田

育
夫

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
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代
）
郵便番号
１６３―８００１
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号
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社

東
京
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文
京
区
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山
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号
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